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個人課税課審査指導係

Rl.9.4司法修習生が受ける修習給付金に係る課税関係について

【事案概要】

当時司法修習生（現・弁護士）であった納税者は修習給付金の給付を受けており、これに

ついて7万円程度の必要経費を控除し雑所得として確定申告書を提出した。その後､当該修

習給付金は学資金にあたり非課税である旨の内容を記載した｢事情説明書｣及び領収書等を

添付した更正の請求書を通知弁護士に委任し提出した。また、 「事情説明書」において予備

的主張として修習給付金は必要経費を伴う雑所得である旨主張している。更に、税務署から

の求めに応じて「事情説明書（2）」 （証拠書類の説明）及び「事情説明書（3）」 （追加の証

拠書類及び説明並びに旅費及び移転給付金は非課税である旨の追加主張）を追加提出して

いる。

なお､修習給付金について司法研修所事務局総務課･経理課が発行する｢修習給付金案内」

のp27において、｢修習給付金のうち基本給付金及び住居給付金は､所得税法上の｢雑所得」

に該当するため、確定申告の対象となります。 ・ ・ ・必要経費として控除することができる

経費はありません」 と記載がある。

【問題点】

納税者が主張する司法修習生が支給を受ける給付金が非課税となるか､又は､雑所得の計

算上必要経費と認められるものはあるか。

【検討】

修習給付金は支給目的から①移転給付金②住居給付金③基本給付金に分かれている。

1 修習給付金の非課税該当性について

（1）移転給付金、旅費及び住居給付金について

ア移転給付金について

納税者は、旅費及び移転給付金は国家公務員等の旅費に関する法律（以下、国家公

務員等旅費法という｡） （同法1条参照）が、司法修習生が二級の職務に相当するとし

た上で、司法修習生に準用されていることから、司法修習生としての採用は所得税法

9①四の就職にあたり、司法修習は同号の職務に当たると言え､所基通9－3に挙げ

られる運賃や移転料に該当するため非課税である旨主張する。

これについて所得税法9①四は「

の職務を遂行するため旅行をし、若の職務を遂行するため旅行をし、若

給与所得を有する者が勤務する場所を離れてそ

しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合

又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに
－

う転居のための旅行をした場合に、 その旅行に必要な支出に充てるため支給され

る金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」 と定めている。

これを本件についてみるに、移転給付金は給与でないことは明らかであるが、納税

者の主張する国家公務員等旅費法に関する法律が、司法修習生が二級の職務に相当
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するとした上で司法修習生に準用されている事実はなく、高等長官、地方・家庭所長

あて事務総長依命通達（改正平成26年経監第1524号）の「内国旅行の旅費につい

て」において司法修習生が二級の職務に相当するとした記載があり、これにより当該

旅費及び移転給付金は国家公務員等旅費法に準じて支給されているものであり、裁

判所HPにおいても司法修習生は国家公務員に準じる立場である旨記載がある上、就

職と言う字句が表すところは職業に就く、すなわち一般に生計を維持するために行

う仕事に従事することを指すことから、司法修習生としての採用は就職と解するこ

とはできない。

ところで、移転給付金は司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転するこ

とが必要と認められる場合に支給するものであり、そうであれば当該給付金は､生活

維持のためではなく、修習を受けるために移転費用の実費相当額が支給されるもの

と観念できることから収入と経費が一致し、結果として課税対象とはならないこと

となる。

イ旅費について

司法修習について給与支払を受けていない修習生が支給を受ける当該旅費は所法9

①四の「給与所得を有する者」 に該当せず、転居のための旅行にも当たらないため非

課税とはならない。 ところで、当該納税者が支給を受ける旅費には交通費、 日当、 日

額旅費等が含まれているのであるが、旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0 (各

府省等申合せ2016年12月）において交通費は実際に支出した額､ 日当は目的地内を

巡回するための交通費がおおむね半分を占め（内国旅行においては、鉄道賃等を実費

支給し、目的地内巡回交通費相当分の交通費は支給しない)、もう半分は旅行中の昼食

や官署への電話代を含み、 日額旅費は交通費や日当に代えて長期間の研修、講習、訓

練その他これらに類する目的のための旅行について財務大臣がこれを支給することを

適当と認めて指定する旅費である旨規定されている。これについて旅費各内容を見る

に、これらの支給は所得税法に定める利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しな

い所得であると言えることから、全て雑所得の計算上総収入金額となり、これらに係

る支出は実費相当額が支給されたものであると観念できるためその支出した旅費が必

要経費となるのであるから結果として所得は発生しないこととなる。

ウ住居給付金について

住居給付金について当該納税者は受給していないため所得区分の判断は不要である

が、強いて判断を行うとすれば､毎月定額で支払われ､一時に支払われるものでなく、

他の8種の所得のいずれにも該当せず、非課税規定のいずれにも当てはまらないため

雑所得であると考えられ､住居費として支出される金額は所法45①一の家事費であり、

雑所得の計算上必要経費に算入することはできない。

(2)基本給付金について

ア学資金としての性質を有するか
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納税者は、修習給付金について修習専念義務（裁判所法67②、司法修習生に関す

る規貝l12条）を負っている修習期間中の生活費及び教育費に充てるために国から支

給される金員であって、非課税所得に該当する給付型奨学金と同じようなものとい

えるから､学資金としての性質を有するといえると主張する。

しかし､学費の負担を前提としている奨学金と基本給付金（1(1)記載のとおり当該

事案の基本給付金以外の課税関係の判断はこれ以上不要であるため、以下基本給付

金について述べる｡）はその性質が異なる。すなわち、裁判所法67条の2③「基本給

付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であ

って、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている

状況を勘案して最高裁判所が定める額とする｡」とあるとおり、基本給付金は生活を

維持するために必要な費用を給付する旨定めており、教育費に充てることを目的と

している旨の規定はなく、所得税法9条①十五規定の｢学資に充てるため給付される

金品」にあたると解することはできない。

イ職業訓練受講給付金が非課税所得である.にもかかわらず、修習給付金が非課税所

得ではないのは憲法14条1項に違反するか

職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない求職者について職業訓練期間中

の生活を支援するための給付で非課税とされている一方で、司法修習という職業訓

練期間中の生活を支援するための給付である修習給付金が非課税でないのは平等原

則を定めた憲法14条1項に違反するといえると納税者は主張する。

しかし､職業訓練受講給付金は､失業が長期化するほど就業意欲の減退や職業能力

の衰退が進行し、人材の質の劣化及び社会経済の生産性の低下につながることから、

こうした状態に陥るのを防ぐ､ために、できるだけ短い失業期間で再就職を可能にす

ることが雇用対策として不可欠であることから職業訓練を推進しているものであり、

このような政策的背景のある職業訓練受講給付金と、修習期間中の生活を維持する

ための基本給付金ではその給付の趣旨が異なるものであるため、これらの課税上の

取り扱いが異なることには合理性があり修習給付金が非課税所得とならないことが

憲法14条1項に違反しているとはいえない。

ウ修習給付金について公租公課禁止規定がないことだけを理由として非課税所得では

ないと判断することはできないこと

犯罪被害者に係る被害回復給付金については公租公課禁止規定がないにも関わらず

非課税であるため、同様に修習給付金についても公租公課禁止規定がないことを理由

として非課税所得ではないと判断することはできない旨納税者は主張するが、所得税

施行令30条1項3号にあるとおり被害回復給付金は「心身又は資産に加えられた損害

につき支払を受ける相当の見舞金」にあたると考えられるため非課税規定が適用され

るものであるのに対し、当該修習給付金は所得税法9条各号及び関連法令等のいずれ

にも当てはまらないため非課税とは考えられない。
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(3) 修習専念資金について

裁判所法67の3において最高裁判所は司法修習生の修習のため通常必要な期間とし

て最高裁判所が定める期間無利息で修習専念資金を貸与するものとする定めがあると

ころ、所法36において経済的利益の価額を収入すべき旨定めており、経済的利益の計

算に当たっては所基通36-15(3)にあるとおり通常の利率により計算した利息の額を求

める必要がある。

当該修習専念資金は無利息であることから通常の利率により計算した利息の額に相

当する利益は、経済的利益として所得税の課税対象となると考えられる。また、所基通

36-49において､使用者が役員又は使用人に対して行う貸付に係る利息相当額について

は他から借り入れて貸し付けたものである場合を除いて特例基準割合による利率によ

り評価する旨定めているところ、逐条解説において特例基準割合を採用している理由

として｢①利子税の割合は税法上の基準金利と考えられ､客観性を有すること②利子

税の特例基準割合は現在の超低金利の状況を踏まえて設けられたものであること③

利子税の特例基準割合は、国民にとって最もわかりやすい基準割引率を基準とし、かつ、

変動要素をもった利率であること」とある。また、改正税法のすべてによると特例基準

割合は、 「諸外国の延滞利子が期限内納付のしょうよう等のために市中貸出金利等に一

定の割合を上乗せしたものとなっていることを参考としつつ、我が国においては、国民

にとって最も明白で分かりやすい公定歩合を基準とし、公定歩合と市中貸出金利等と

の差及び諸外国で市中貸出金利等に上乗せしている割合を勘案し」 としている。

当該修習専念資金は使用者が役員又は使用人に対して行う貸付には当たらないもの

の、所基通36-49において特例基準割合を用いて経済的利益を評価する趣旨に照らす

と、当該修習専念資金についても特例基準割合を用いて経済的利益を評価することが

可能であると考えられる。

なお、所基通36-28は使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息で貸付けたこと

に係るその年における利益の合計額が5,000円以下の場合は課税しなくて差し支えな

い旨規定しているが、当該貸付けは使用者が役員又は使用人に対してするものではな

いため本通達の適用はない。

修習給付金は必要経費を伴う雑所得であるか（予備的主張）

所得税法37①において、 「その年分の・ ・ ・雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべ

金額は､別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その

2

き金額は､別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その

他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管

理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする｡」とあるとおり、

雑所得の必要経費と認められるのは、当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額

及びその年におけるこれらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額である。

これを本件についてみるに、たとえ修習期間中に書籍購入代金､懇親会費や衣服購入費
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がかかったとしても、基本給付金は修習期間中の生活を維持するために必要な費用を賄

うことを目的として司法修習生という立場であることのみを要件として支給されており、

基本給付金の支給を受けるため、つまり、司法修習生という立場であるために当該書籍購

入費等の費用を直接に要するとは認められないし、司法修習はこれらの所得を生ずべき

業務であると解することはできず、当該書籍購入費等は所得税法45条①一の家事費にあ

たるものと解される。
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日付：令和1年9月13日

ダウンロード

○所得税法

（非課税所得）

第九条次に掲げる所得については、所得税を課さない。

一当座預金の利子（政令で定めるものを除く。 ）

二学校教育法第一条（学校の範囲）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しく

は中等教育学校又は同法第七十六条（特別支援学校の部別）に規定する特別支援学校の小学部、

中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯

金（前号に規定するものを除く。 ）又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配

三恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの

イ恩給法（大正十二年法律第四十八号）に規定する増加恩給（これに併給される普通恩給を含

む。 ）及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれ

らに準ずる給付で政令で定めるもの

ロ遺族の受ける恩給及び年金（死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。 ）

ハ条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で

政令で定めるものに基づいて受ける給付

四給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任

に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をし

た者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため

支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

五給与所得を有する者で通勤するもの（以下この号において「通勤者」という。 ）がその通勤に

必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与

に加算して受ける通勤手当（これに類するものを含む。 ）のうち、一般の通勤者につき通常必要

であると認められる部分として政令で定めるもの

六給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物（経済的な利益を含む。 ）でその職

務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

七国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき

通常の給与に加算して受ける在勤手当（これに類する特別の手当を含む。 ）で政令で定めるもの

八外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を

備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給

与（外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国

がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる

要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。 ）

九自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、 じゆう器、衣服その他の資産で政

令で定めるものの譲渡による所得

十資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号

（定義）に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政

令で定める所得（第三十三条第二項第一号（譲渡所得に含まれない所得）の規定に該当するもの

を除く。 ）

十一オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分と

して政令で定めるもの

十二皇室経済法（昭和二十二年法律第四号）第四条第一項（内廷費）及び第六条第一項（皇族費）

の規定により受ける給付

十三次に掲げる年金又は金品

イ文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百二十五号）第三条第一項（年金）の規定による年

金

ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品

ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
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二学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関

する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金か

ら交付される金品（給与その他対価の性質を有するものを除く。 ）で財務大臣の指定するもの

ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

へ外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される

金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの（給与その他対価の性質を有するもの

、を除く。 ）のうち財務大臣の指定するもの

十四オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表

彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人日本オリンピ

ック委員会という名称で設立された法人をいう。 ） 、財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四

十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。）

その他これらの法人に加盟している団体であって政令で定めるものから交付される金品で財務大

臣が指定するもの

十五学資に充てるため給付される金品（給与その他対価の性質を有するもの（給与所得を有する

者がその使用者から受けるものにあっては、通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲

げる場合に該当するもの以外のものを除く。 ）を除く。 ）及び扶養義務者相互間において扶養義

務を履行するため給付される金品

イ法人である使用者から当該法人の役員（法人税法第二条第十五号（定義）に規定する役員を

いう。 ロにおいて同じ。 ）の学資に充てるため給付する場合

ロ法人である使用者から当該法人の使用人（当該法人の役員を含む。 ）の配偶者その他の当該

使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合

ハ個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族（当該

個人と生計を一にする者を除く。 ）の学資に充てるため給付する場合

二個人である使用者から当該個人の使用人（当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者

その他の親族を含む。 ）の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者（当

該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。 ）の学資に充て

るため給付する場合

十六相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税法（昭和二十五年法律第七十三

号）の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。 ）

十七保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第四項（定義）に規定する損害保険会社又は同条

第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害

賠償金（これらに類するものを含む。 ）で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産

に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

十八公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動

に関し法人からの贈与により取得した金銭､物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条(選

挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出）の規定による報告がされたもの

2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。

一前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取

得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額（以下この項において「取得費等の金額」という。 ）

に満たない場合におけるその不足額

二前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条

第三項（山林所得の金額の計算）に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

（一時所得）

第三十四条一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、

山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時

の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した

金額（その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額

に限る。 ）の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
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3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円（同項に規定する残額が五十万円に満たな

い場合には、当該残額） とする。

（雑所得）

第三十五条雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林

所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

2雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

二その年中の雑所得（公的年金等に係るものを除く。 ）に係る総収入金額から必要経費を控除し

た金額

3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。

一第三十一条第一号及び第二号（退職手当等とみなす一時金）に規定する法律の規定に基づく年

金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金（これに類する給付を含む。第三号

において同じ。 ）で政令で定めるもの

二恩給（一時恩給を除く。 ）及び過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金

三確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金（第三十一条第三号に規定する規約に

基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項（加入者）に規定

する加入者（同項に規定する加入者であった者を含む。 ）の負担した金額がある場合には、その

年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところに

より計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。 ）その他これに類する年金として政令

で定めるもの

4第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合

計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。

一五十万円

二その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区

分に応じそれぞれ次に掲げる金額

イ 当該残額が三百六十万円以下である場合当該残額の百分の二十五に相当する金額

ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合九十万円と当該残額から三

百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額

ハ当該残額が七百二十万円を超える場合百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除し

た金額の百分の五に相当する金額との合計額

（必要経費）

第三十七条その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項

（公的年金等の定義）に規定する公的年金等に係るものを除く｡）の計算上必要経費に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入

金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得

を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを

除く。）の額とする。

[項・関連］

2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算

入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、

伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用（償却費以外の費用でその年において債務の確

定しないものを除く。）の額とする。
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日付：令和1年10月2日

ダウンロード

○所得税法施行令

第三十条法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金（こ

れらに類するものを含む｡）は、次に掲げるものその他これらに類するもの（これらのものの額のう

ちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするため

の金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分） とする。

一損害保険契約（保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第四項（定義）に規定する損害保険会

社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定

する少額短期保険業者（以下この号において「少額短期保険業者」という｡）の締結したこれに類す

る保険契約をいう。以下この条において同じ｡）に基づく保険金、生命保険契約（同法第二条第三項

に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又

は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ｡）又は旧簡

易生命保険契約（郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第

百二号）第二条（法律の廃止）の規定による廃止前の簡易生命保険法（昭和二十四年法律第六十八

号）第三条（政府保証）に規定する簡易生命保険契約をいう｡）に基づく給付金及び損害保険契約又

は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるも

の並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金（その損害に基因し

て勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを

含む｡）

[号・関連］

二損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金（前号に

該当するもの及び第百八十四条第四項（満期返戻金等の意義）に規定する満期返戻金等その他これ

に類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事

故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金（これらのうち第九十四条（事業所

得の収入金額とされる保険金等）の規定に該当するものを除く。）

三心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金（第九十四条の規定に該当する

ものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。）
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日付：令和1年10月29日

ダウンロード

○租税特別措置法

（利子税の割合の特例）

第九十三条次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲

げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年中においては、当該特例基準割合とする。

一所得税法第百三十一条第三項、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百

三十七条の三第十四項（これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。 ）

二法人税法第七十五条第七項（同法第七十五条の二第八項及び第十項（同法第百四十四条の八に

おいて準用する場合を含む。 ）において準用する場合、同法第八十一条の二十三第二項並びに第

八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合並びに同法第百四十四条の七において

準用する場合を含む。以下この号において同じ。 ）及び地方法人税法第十九条第五項において準

用する法人税法第七十五条第七項

三相続税法第五十一条の二第一項第二号、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第

一号及び第二号イ、第六項並びに第七項

四第七十条の七の二第十四項第十号ロ （第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含

む。 ）

2前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における短期

貸付けの平均利率（当該各月において銀行が新たに行った貸付け（貸付期間が一年未満のものに限

る。 ）に係る利率の平均をいう。 ）の合計を十二で除して計算した割合（当該割合に○・一パーセ

ント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ） として各年の前年の十二月十五日までに財務

大臣が告示する割合に、年一パーセントの割合を加算した割合をいう。

3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納

期間の延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間において

は、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を

乗じて計算した割合（当該割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ）

とする。

一相続税法第五十二条第一項第一号

二第七十条の六第三十八項第三号

三第七十条の七の二第十四項第十号前段（第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含

む。 ）

四第七十条の八の二第三項（同条第九項において準用する場合を含む。 ）

五第七十条の九第一項（同条第四項において準用する場合を含む。 ）

六第七十条の十第二項（同条第五項において準用する場合を含む。 ）

七第七十条の十一

4前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一分納期間相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しな

ければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。

二延納特例基準割合各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合（第二項に規定する特例

基準割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。 ）をいう。

5 第七十条の四第三十五項、第七十条の六第四十項、第七十条の六の六第十九項、第七十条の六の

七第十六項、第七十条の六の八第二十五項、第七十条の六の十第二十六項、第七十条の七第十三項

第十二号及び第二十七項、第七十条の七の二第十四項第十号イ （第七十条の七の四第十一項におい

て準用する場合を含む。 ）及び第二十八項（第七十条の七の四第十五項において準用する場合を含

む。 ） 、第七十条の七の五第二十二項、第七十条の七の六第二十三項（第七十条の七の八第十八項

において準用する場合を含む。 ）並びに第七十条の七の九第十二項（第七十条の七の十二第十二項

において準用する場合を含む。 ）に規定する利子税の割合は、 これらの規定にかかわらず、各年の

特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税
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の割合に当該特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合

（当該割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ） とする。

6 第三項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき

納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の

規定及び第三項の規定に準じて計算した金額とする。
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日付：令和1年10月29日

ダウンロード

○所得税基本通達

（経済的利益）

36-15法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」 （以下36

-50までにおいて「経済的利益」 という。 ）には、次に掲げるような利益が含まれる。

（1） 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時にお

ける価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益

（2） 土地、家屋その他の資産（金銭を除く。 ）の貸与を無償又は低い対価で受けた場合におけ

る通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に

相当する利益

（3） 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常

の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息

の額との差額に相当する利益

（4） （2）及び（3）以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役に

ついて通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差

額に相当する利益

（5） 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を

他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益

（経済的利益の額を収入金額等に算入する時期）

36-16次に掲げる経済的利益の額を収入金額又は総収入金額に算入する時期は、当該経済的利益の

額が令第80条((特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの))の規定により譲渡

所得に係る総収入金額に算入されるものである場合を除き、おおむね次に掲げる日によるものとす

る。

(1) 36-15の(2)に掲げる利益でその月中に受けるもの 各月ごとにその月の末日

（2） 36-15の（3）又は（4）に掲げる利益でその月中に受けるもの 各月ごとにその月の

末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日

（課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等）

36-28使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たな

い利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に

掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。

（1） 災害､疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、

その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められ

る期間内に受ける経済的利益

（2） 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、

当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当

該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。 ）

など合理的と認められる貸付利率を定め､これによ』り利息を徴している場合に生じる経済的利益
（3） （1）及び（2）の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年（使用者が事

業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度）における利益の合計額が5,000円（使

用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5，000

円にその事業年度の月数（1月未満の端数は1月に切り上げた月数）を乗じて12で除して計算し

た金額）以下のもの

（利息相当額の評価）

36-49使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者にお

いて他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、

その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項((利子税の割合の

特例)）に規定する特例基準割合による利率により評価する。
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日付：令和1年9月17日

ダウンロード

○裁判所法

第六十六条 （採用） 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
②前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第六十七条 （修習・試験） 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、
司法修習生の修習を終える。

②司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければ

ならない。

③前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

第六十七条の二 （修習給付金の支給） 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最

高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。

②修習給付金の種類は､基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。

③基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であって、

その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁

判所が定める額とする。

④住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅（貸間を含む。以下この項において同じ。 ）

を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。 ）を支払っている場合（配偶者が当

該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。）に支給することとし、その額は、

家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

⑤移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場

合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

⑥前各項に定めるもののほか､修習給付金の支給に関し必要な事項は､最高裁判所がこれを定める。

第六十七条の三 （修習専念資金の貸与等） 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期

間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金

（司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって、修習給付金の支給を受け

てもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。 ）を貸与するものとする。

②修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。

③最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習

専念資金を返還することが困難となったとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専

念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、そ

の返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律（昭

和三十一年法律第百十四号）第二十六条の規定は、適用しない。

④最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専

念資金を返還することができなくなったときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除す

ることができる。

⑤前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこ

れを定める。

第六十八条 （罷免等） 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継

続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の

定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。

②最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる

事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、そ

の司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。
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○国家公務員等の旅費に関する法律

（目的）

第一条この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公

務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。

2国が国家公務員（以下「職員」という｡）及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律

に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。

（用語の意義）

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一各庁の長衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び

人事院総裁をいう。

二内閣総理大臣等内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別

職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条第五号から第四十一号までに

掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。

三指定職の職務一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第十

一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれ

に相当する職務をいう。

四内国旅行本邦（本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。

以下同じ｡）における旅行をいう。

五外国旅行本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む｡）をいう。以下同じ｡） との問における旅行及

び外国における旅行をいう。

六出張職員が公務のため一時その在勤官署（常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所

又は居所）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行するこ

とをいう。

七赴任新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、

又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをい

う。

八帰住職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生

活の根拠地となる地に旅行することをいう。

九扶養親族内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ｡)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持し

ているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持

しているものをいう。

十遺族職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にし

ていた他の親族をいう。

2 この法律において「何級の職務」 という場合には、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第

一号イに規定する行政職俸給表§ （一） §による当該級の職務及び行政職俸給表§ （一） §の適用を受

けない者について各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この法律において「何々地」 という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域（都の特別区の存

する地域にあっては、特別区の存する全地域）をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものと

する。但し、 「在勤地」 という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
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日付：令和1年9月17日

ダウンロード

○司法修習生の修習給付金の給付に関する規貝|」

（基本給付金及び住居給付金の支給）

第一条基本給付金（裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」 という。 ）第六十七条の

二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。 ）及び住居給付金（同項に規定する住居給付金

をいう。以下同じ。 ）は、給付期間（同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高

裁判所が定める期間（以下「通常修習期間」 という。 ）をその開始の日 （以下「開始日」 という。 ）

又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日（開始日に応当する日がない月においては、

その月の末日）から各翌月の開始日に応当する日 （開始日に応当する日がない月においては、その

月の末日）の前日 （当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日）までの各期間

に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。 ）ごとに支給する。

（基本給付金の額）

第二条基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日

の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する

日 （開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。 ）の前日までの期間を加

えた期間の現日数を基礎として、 日割りによって計算する。

2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間（通常修習期間の末日

の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日

の前日までの期間を加えた期間）の現日数を基礎として、 日割りによって計算する。

一司法修習生としての身分を保有しない期間（給付期間の中途において法第六十八条第一項若し

くは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日ま

での期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び

採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。 ）

二法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間（第四条第三項第二号において
「修習停止期間」 という。 ）

3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該

給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

（基本給付金の支給の方法）

第三条基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

（住居給付金の額等）

第四条法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者（婚姻

の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む｡以下この項において同じ。） 、

父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ず

ると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。

2住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属す

る給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前

日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、 日割りによって計算する。

3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間（通常修習期間の末日

の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日

の前日までの期間を加えた期間）の現日数を基礎として、 日割りによって計算する。

一司法修習生としての身分を保有しない期間

二修習停止期間（次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。 ）

三司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生（次号及び第五号に

おいて「移転者」 という。 ）が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所

が定める施設に居住した期間

四移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間

五移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

六前三号の期間に準ずる期間として最高裁判所が定める期間
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4 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで住居給付金を支給し、当該

給付期間の住居給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

（住居給付金に係る届出）

第五条法第六十七条の二第四項に規定する住居給付金の支給に関する要件（以下「住居給付要件」

という。 ）を具備するに至った司法修習生は、住居給付要件を具備していることを証明する書類を

添付して、最高裁判所の定める様式により、その居住の実情を速やかに最高裁判所に届け出なけれ

ばならない。住居給付金の支給を受けている司法修習生の居住の実情に変更があった場合について

も、同様とする。

（住居給付金に係る確認及び認定）

第六条最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実

を確認し、その司法修習生が住居給付要件を具備するときは、その司法修習生に住居給付金を支給

すべきことを認定しなければならない。

（住居給付金の支給の始期及び終期）

第七条住居給付金の支給は、司法修習生が住居給付要件を具備するに至った日 （以下この項におい

て「要件具備日」 という。 ）の属する給付期間の次の給付期間（要件具備日が給付期間の初日であ

るときは、要件具備日の属する給付期間）から開始し、司法修習生が住居給付要件を欠くに至った

日の属する給付期間（その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間の前の給付

期間）をもって終わる。ただし、住居給付金の支給の開始については、第五条の規定による届出が

これに係る要件具備日から七日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する給付

期間の次の給付期間（その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間）から行う

ものとする。

2前項の規定にかかわらず、司法修習生が、司法修習生に関する規則（昭和二十三年最高裁判所規

則第十五号）第七条第一項の規定に基づき司法研修所長が地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に

委託して行わしめる修習の開始に伴い当該修習の開始の日として最高裁判所が定める日 （以下この

項において「実務修習開始日」 という。 ）の前日までに新たに住居給付要件を具備し、かつ、第五

条の規定による届出を実務修習開始日から七日以内にしたときは、当該実務修習開始日の属する給

付期間から住居給付金の支給を開始する。

（住居給付金の支給の方法）

第八条住居給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

（住居給付要件の事後の確認）

第九条最高裁判所は、現に住居給付金の支給を受けている司法修習生が住居給付要件を具備してい

るかどうかを随時確認するものとする。

（移転給付金の額）

第十条移転給付金（法第六十七条の二第二項に規定する移転給付金をいう。以下同じ。 ）の額は、

最高裁判所の定める路程に応じた別表の定額による額とする。

（移転給付金に係る届出）

第十一条法第六十七条の二第五項に規定する移転給付金の支給に関する要件（以下この条及び次条

において「移転給付要件」 という。 ）を具備するに至った司法修習生は、移転給付要件を具備して

いることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その移転の実情を速やかに

最高裁判所に届け出なければならない。

（移転給付金に係る確認及び認定）

第十二条最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事

実を確認し、その司法修習生が移転給付要件を具備するときは、その司法修習生に移転給付金を支

給すべきことを認定しなければならない。ただし、その届出が、住所又は居所の移転をする原因と

なった修習の開始の日 （やむを得ず同日後に移転をした場合にあっては、当該移転をした日）から

七日を経過した後にされたときは、 この限りでない。

（移転給付金の支給の方法）

第十三条移転給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

（補則）

第十四条この規則に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定め
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る。

附則

（施行期日）

1 この規貝|｣は、平成二十九年十一月一日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の規定は、この規則の施行後に採用された司法修習生について適用し、 この規則の施行

前に採用された司法修習生については、適用しない。

別表（第十条関係）

備考

路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメ －トルをもって鉄道一キロメートルとみ

なす。

3/3

区分 額

鉄i堂五十キロメートルラそ満 四六、五○○円

鉄進五十キロメートル以上百キロメートルラ旨満 五三、五○○円

鉄道百キロメートル以上三百キロメートルラ ﾐ満 人人、○○○円

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートルラそ満 八一 、 五○○円

鉄道五百キロメートル以上千キロメートルラそ満 一○八、○○○円

鉄I当千キロメートル以上千五百キロメートルラそ満
一

一一一

一、 五○○円

鉄1堂千五百キロメートル以一二二千キロメ L トルラ ﾐ満 一

一

一

一 、 五○○円

鉄I堂二千キロメートル以一 一一 一
℃四一 、 ○○○円



夕

屯

（
第
一
類
第
三
号
）

第
一
類
第
三
号

口
二
玉

法
務
委
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四
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平
成
二
十
九
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三
月
二
十
一
日

~~、
一

‐

~）

壺
極
公
宅
〃

一
封鼠蒄芸睾そ

の
篭
味
も
込
め
ま
し
て
、
本
日
は
‐
ま
ず
、
孑

涯
認
知
症
な
ど
の
保
謹
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
点
は
、

”
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
反
社
会
的
集
団
の
構
成
員
か

牢
極
成
員
と
の
契
約
関
係
、
こ
れ
が
今
後
の
改
正
塞

岬
て
ど
り
よ
、
７
陸
功
鳴
砿
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
胴

Ｊ
Ｊ
曲
凸
に
４
４
日
媚
Ｊ
コ

マ
の
法
律
関
係

無
率
定
な
状
施

だ
と
き
に
、
ど

ソ
よ
誼
フ
な
こ
と

し
凡
』
明
鬮
砿
、

し
か
も
、

α
も
赤
罷
方

脱
ぐ
向
へ

剛
宝
一
の
日

へ

一

一

宇置

・
■■■■■

嘩 埠

剛点偽
隔 ロ甑

1

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
（
火
曜
且

午
前
九
時
開
餓

出
席
委
員
委
員
長
鈴
木
淳
司
君

理
事
今
野
智
博
君
理
事
土
屋
正
忠
君

理
事
平
口
洋
君
理
事
古
川
禎
久
君

理
事
宮
崎
政
久
君
理
事
井
出
庸
生
君

理
事
逢
坂
識
二
君
理
事
國
重
徹
君

赤
瀞
亮
正
君
安
凄
裕
君

井
野
俊
郎
君
奥
野
信
亮
君

門
．
博
文
君
菅
家
一
郎
君

城
内
実
君
鈴
木
・
貴
子
君

辻
滴
人
君
野
中
厚
君

蕊
原
崇
君
古
田
圭
一
君

宮
川
典
子
君
宮
路
拓
馬
君

山
田
賢
司
君
吉
野
正
芳
君

若
狭
勝
君
枝
野
幸
男
君

階
猛
君
山
尾
志
桜
里
君

大
口
善
徳
君
吉
田
宣
弘
君

畑
野
君
枝
君
薩
野
保
史
君

松
浪
健
太
君
上
西
小
百
合
君

法
務
大
臣

金
田
勝
年
君

法
務
副
大
臣
盛
山
正
仁
君

法
潜
大
臣
政
務
官
井
野
俊
郎
君

外
務
大
臣
政
務
官
武
井
．
俊
輔
君

剛
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
中
村
槙
君

雫
裁
判
襄
篝
局
人
事
局

段
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局

長鰍
》
雛
旙
闘
呼
官
房
審
歳
官
）

堀
田
眞
戟
君

村
田
斉
志
君

商
木
勇
人
君

官
房
司
法
法
制
小
山
太
士
君

;鬘≦

法
務
委
員
会
専
門
員

三
月
十
七
日

、4
川
秀
樹
君

林
眞
琴
君

水
焔
光
一
君

蜜
震
育
子
君

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内

閣
提
出
第
四
号
）

裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
第

五
号
）

は
本
委
貝
会
に
付
託
さ
れ
た
。

本
日
の
会
鍛
に
付
し
た
案
件

政
府
参
考
人
出
頭
要
求
に
関
す
る
件

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内

閣
提
出
第
四
号
）

裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
第

五
号
）

裁
判
所
の
司
法
行
政
、
法
務
行
政
及
び
検
察
行
政
、
国

内
治
安
、
人
権
擁
渡
に
関
す
る
件’

○
鈴
木
委
員
長
こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
ｏ

裁
判
所
の
司
法
行
政
、
法
務
行
政
及
び
検
察
行
政
、
国

内
治
安
、
人
権
擁
齪
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
關
盃
を
進
め

ま
す
。こ
の
際
、
お
詰
り
い
た
し
ま
す
。

各
件
関
査
の
た
め
、

本
日
、

政
府
参
考
人
と
し
て
蕃
察

庁
長
官
官
房
審
餓
官
商
木
勇
人
君
、
法
務
省
民
事
局
長
小

川
秀
樹
君
、
法
務
省
刑
事
局
長
林
興
琴
君
及
び
外
務
省
大

臣
官
房
審
識
官
水
嶋
光
一
君
の
出
席
を
求
め
、
説
明
を
璃

取
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
餓
あ
り
ま
せ
ん
か
。

●
〔
「
異
畿
な
し
Ｌ
と
呼
ぶ
者
あ
肌
〕

Ｏ
鈴
木
委
員
長
御
異
鰻
な
し
と
認
め
ま
す
○
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

Ｏ
鈴
木
委
員
長
次
に
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
○

本
日
、
斌
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
長
村
田
斉
志
君

か
ら
出
席
説
明
の
要
求
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
承
函

す
る
に
御
異
賎
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
識
な
じ
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

Ｏ
鈴
木
委
員
長
御
異
霞
な
し
と
函
め
ま
す
。
よ
・
っ
て

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

、

Ｏ
鈴
木
委
員
長
質
疑
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
願

次
と
れ
を
許
し
ま
す
。
若
狭
層
君
○

Ｏ
若
狭
委
員
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
○
自
民

党
の
若
狭
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て

質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

私
は
法
律
家
で
あ
り
、
三
十
五
年
間
ぐ
ら
い
法
律
家
を

や
っ
て
い
て
、
民
法
も
極
め
て
、
こ
れ
ま
で
法
務
省
の
馳

貝
に
民
法
を
教
え
た
り
し
て
い
た
立
場
で
す
か
ら
、
非
常

に
思
い
入
れ
が
強
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
斌
初
に
も
民
法
と
い
う
の
は
、
や
は
り
国
民
に
と
つ

て
は
極
め
て
生
活
に
直
結
す
る
、
あ
る
い
は
経
済
に
も
直

着
す
る
基
本
法
で
す
か
ら
、
こ
の
国
会
に
お
い
て
必
ず
成

立
さ
せ
る
、
し
か
も
、
そ
の
た
め
に
は
衆
識
院
を
な
る
べ

く
早
く
通
過
さ
せ
る
、
．
そ
の
た
め
に
は
法
務
歪
貝
会
に
お

い
て
一
日
も
早
く
採
決
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と

か
ね
が
ね
思
っ
て
お
り
ま
す
。

も
と
も
と
民
法
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
は

確
か
に
検
鯖
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
が
、
法
制
審

餓
会
に
お
い
て
こ
れ
だ
け
審
戯
さ
れ
、
そ
し
て
、
一
つ
の

ル
ー
ル
で
す
か
ら
、
早
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
と

国
民
に
示
す
。
周
知
期
間
を
含
め
て
、
国
民
に
直
結
す
る

利
害
関
係
の
あ
る
点
も
多
い
の
で
、
一
日
も
早
く
と
い
う

の
が
や
は
り
国
会
醗
員
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
だ
と
思
っ
て
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戸

ー

とや
』
、
Ｉ Ｃ

小
山
政
府
参
考
人
お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
給
費
制
か
ら
貸
与
制
へ
の
移
行
で
ご
ざ
い
ま
寺

が
、
こ
れ
は
平
成
十
六
年
の
裁
判
所
法
改
正
に
よ
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
改
正
に
基
づ
き
、
貸
与
制
は
↑

平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
修
習
を
開
始
い
た
し
ま
し
た

我
々
、
新
六
十
五
期
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
子

の
司
法
修
習
生
か
ら
実
施
き
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
幸

す
。
こ
の
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。
給
費
制
か
ら
貸
与
制
へ
の

移
行
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
司
法
修
習
生
の
増
加
ｒ

実
効
的
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
一

香
目
に
、
司
法
制
度
改
革
の
諸
施
策
を
進
め
る
上
で
、
頤

り
あ
る
財
政
資
金
を
よ
り
効
率
的
に
活
用
し
、
司
法
制
磨

全
体
に
関
し
て
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
合
理
的
な
財
瀦

負
担
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
最
後
で
ご
ざ
い
雀
寸

が
、
公
務
員
で
は
な
く
、
公
務
に
も
従
事
し
な
い
者
に
園

が
給
与
を
支
給
す
る
、
そ
う
い
う
制
度
で
あ
っ
た
わ
け
季

潅
誤
戯
支
抵
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

た
ほ
か
、
与
党
の
先
生
方
の
お
力
に
止

一
ハ
月
の
骨
太
の
方
針
に
お
き
ま
し
て
愈

の
充
実
強
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
う
か

卸
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
ま
し
て
、
法
曹
人
材
確

涯
進
等
を
図
る
た
め
、
本
別
産
を
新
謁

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

、

α
僧
犀
身

と
併
存

●

平
盆

玉
一
｝
ロ
が
心
．
．
蹄

一

■■■■■■b

O

、
０
Ｊ

'

裁
判
所
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
う
い
う
状
況
を
踏
ま

え
ま
し
て
、
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
多
角
的
視
点
に
よ
る

検
討
を
可
能
と
す
る
合
議
体
に
よ
る
審
理
を
こ
れ
ま
で
以

上
に
充
実
強
化
さ
せ
、
同
時
に
、
平
均
審
理
期
間
も
短
縮

さ
せ
て
勺
適
正
迅
速
な
解
決
を
図
っ
て
い
こ
う
と
考
凡
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
刃

目
標
と
し
て
、
、
合
議
率
一
○
％
、
人
証
あ
り
対
席
判
決

事
件
の
審
理
期
間
を
十
二
カ
月
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
し
て
、
平
成
二
十
四
年
の
定
員
法
審
議
の
際
に
は
、

こ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
当
時
の
事
件
数
を
前
提

と
し
て
、
四
百
人
規
模
の
増
員
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ふ

う
に
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
八
年
、
昨
年
ま
で
の
五
年
間
で

百
六
十
名
弱
の
増
員
を
お
認
め
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
、
先
ほ
ど
御
指
摘
の
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
合
謹

率
は
ま
だ
ま
だ
目
標
に
達
し
な
い
、
四
・
六
％
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
人
証
あ
り
対
席
判
決
事
件
の
審
理

期
間
も
二
十
・
五
カ
月
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

裁
判
官
の
繁
忙
状
況
と
い
う
の
を
少
し
で
も
改
善
さ
せ

て
、
合
識
率
を
上
げ
、
平
均
審
理
期
間
を
短
縮
す
る
と
い

う
こ
と
で
、
今
後
の
事
件
動
向
を
踏
ま
え
る
必
要
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
な
お
相
応
規
模
の
増
員
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
函
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

毎
年
の
増
員
数
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
件
数
が
変
動
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
り
方
も
踏
ま

え
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
御
指
摘
の

あ
り
ま
し
た
判
事
の
給
源
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

実
際
に
判
事
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
、
能
力
を
術
え
た
者
を

確
保
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
、
急
激
な
増
員
が
難
し
く
、

計
画
性
を
持
っ
て
増
員
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

判
事
の
主
た
る
給
源
と
な
り
ま
す
判
事
補
に
つ
き
ま
し

て
は
、
こ
の
五
年
間
で
約
八
十
人
か
ら
百
人
の
新
任
判
事

補
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後
、

判
事
の
現
在
員
は
引
き
続
き
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
増
加
す
る
見
込
み
の
判
事
数
も
念
頭

に
置
き
つ
つ
、
必
要
な
増
員
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
安
醗
委
員
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
気
に
ふ
や
す
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
と
思
い

ま
す
。
計
画
的
に
本
当
に
優
秀
な
人
材
を
育
て
て
い
か
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
計
画
的
に
こ

れ
か
ら
も
判
事
の
増
員
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
し

て
、
難
し
い
案
件
に
つ
い
て
は
、
一
人
で
判
断
を
下
す
よ

り
は
、
や
は
り
合
蟻
制
の
方
が
好
ま
し
い
と
私
も
思
い
ま

す
し
、
ぜ
ひ
こ
の
目
標
に
達
す
る
よ
う
に
努
力
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
次
に
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
こ

と
に
つ
い
て
お
伺
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
を
三
十
五
人
減
少
す
る

と
い
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
の
内
訳

を
見
る
と
、
書
記
官
を
二
十
四
名
増
員
、
事
務
官
等
も
十

七
名
増
員
を
す
る
一
方
で
、
速
記
官
を
五
名
減
、
そ
し
て

技
能
労
務
職
員
は
七
十
一
人
減
と
い
づ
こ
と
で
、
こ
れ
で

ト
ー
タ
ル
す
る
と
三
十
五
人
の
減
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
毎
年
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
技
能

簔霧
壌寶
との
い定

2畠
と減

菩章
・ろ
そ
ろ

限

､柔
あ
る
の

‐で

そ
れ
か
ら
、
技
能
労
務
職
員
が
行
っ
て
い
た
事
業
に
っ

い
て
は
、
合
理
化
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
外

注
化
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
員
の
削
減
を
図
っ
て
い
る

と
い
う
部
分
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
外
注
化
に
よ
っ

て
コ
ス
ト
の
削
減
、
経
費
の
削
減
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
こ
れ
で
意
味
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、

経
費
の
削
減
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
。

こ
れ
が
も
し
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
定
員
を
削
減

◆

す
る
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、

そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

○
中
村
最
高
裁
判
所
長
官
代
理
者
お
答
え
い
た
し
ま

す
｡。

技
能
労
務
職
員
の
定
員
の
削
減
は
、
定
年
等
の
退
職
に

際
し
ま
し
て
、
裁
判
所
の
事
務
へ
の
支
障
の
有
無
を
考
慮

し
つ
つ
、
外
注
化
に
よ
る
合
理
化
等
が
可
能
か
ど
う
か
を

判
断
し
て
、
後
任
を
不
補
充
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

技
能
労
務
職
員
の
定
員
の
削
減
に
は
、
御
指
摘
が
あ
り

ま
し
た
よ
う
に
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考

え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
限
界
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
数

字
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
時
点
で
確
実
な
こ
と
は
申
し
上

げ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
技
能
労
務
職
員

の
定
員
削
減
に
当
た
っ
て
は
、
外
注
化
に
よ
る
業
務
合
理

化
の
効
果
等
を
考
慮
し
な
が
ら
計
画
的
に
行
っ
て
い
き
た

い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
御
質
問
の
中
で
、
外
注
化
に
よ
っ
て
経
費

の
削
減
が
進
む
の
か
と
い
う
御
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
Ｌ
た
。

今
御
答
弁
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
既
存
の
業
務
の

見
直
し
や
事
務
統
合
に
よ
る
業
務
の
最
適
化
も
あ
わ
せ
て

業
務
の
合
理
化
と
い
う
中
で
、
外
注
や
機
械
化
と
い
う
こ

と
を
露
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

外
部
委
託
に
係
る
業
務
に
つ
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
庁

舎
の
新
営
増
設
等
で
面
積
が
変
わ
っ
た
り
警
備
の
必
要
性

が
生
じ
る
等
の
諸
事
情
が
そ
の
所
要
額
に
大
き
く
影
靭
い

た
し
ま
す
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
部
委
託
経
費
の
中
か
ら
、

定
員
合
理
化
に
よ
っ
て
必
要
と
な
り
増
加
し
た
額
と
い
う

の
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

一
般
論
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
外
注
や
機
械
化
に
よ
り
一

定
程
度
の
コ
ス
ト
削
減
の
効
果
は
出
て
い
る
と
い
う
ふ
う

墜
苓
凡
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

Ｏ
安
藤
委
員
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

し
い
あ
え
ず
人
数
合
わ
せ
で
人
を
減
ら
し
た
ら
い
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
コ
ス
ト
削
減
は
、
こ
れ
は
必
要

だ
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
し
こ
う
い
っ
た
効
果
が

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
定
数
の
削
減
と
い
う
こ
と
ば
か
り
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
次
の
法
律
、
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
つ
い
て
お
伺
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
司
法
修
習
生
に
対
す
る
軽
済
支
援
に
つ
い
て
で

す
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
は
給
費
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
後
、
貸
与
制
に
こ
れ
が
変
更
に
な
っ
て
魚
そ
し
て
、
今

回
、
新
た
に
給
付
金
制
度
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
経
緯
、
給
費
制
か
ら
貸
与
制
に
変
わ
っ
た

理
由
、
そ
し
て
ま
た
、
今
回
、
給
付
金
制
度
を
新
た
に
股
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改
正
の
経
緯
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
今
回
の
給
付
金
に
な
る
と
、
課
税
関
係
が
以
前
の
給

費
制
と
は
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

給
費
制
の
も
と
で
は
給
与
所
得
と
し
て
課
税
を
さ
れ
て
い

た
も
の
が
、
今
回
の
給
付
金
に
な
る
と
雑
所
得
で
課
税
を

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
年

金
や
健
康
保
険
も
、
国
民
年
金
や
国
民
健
康
保
険
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
こ
れ
で
、
こ
う
い
う
理
解
で
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
な
ぜ
、
給
費
制
の
と
き
の
取
り
扱

い
と
、
今
回
の
給
付
金
に
な
っ
た
と
き
の
取
り
扱
い
、
課

税
関
係
が
変
わ
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｏ
小
山
政
府
参
考
人
・
お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
税
務
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
御
質
問
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
当
時
、
給
費
制
下
に
お
き
ま
し
て
は
、
裁
判

所
法
に
基
づ
き
ま
し
て
司
法
修
習
生
に
対
し
て
給
与
が

給
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
給
与
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ

れ
は
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
た
も
の
と
承
知
し

て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
修
習
給
付
金
制
度
の
も
と
で
は
、

先
ほ
ど
立
法
の
理
由
に
つ
い
て
も
御
説
明
し
ま
し
た
が
、

修
習
給
付
金
は
給
与
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
給
与

得
に
該
当
せ
ず
心
雑
所
得
と
し
て
区
分
さ
れ
る
も
の
と

識
し
て
ご
ざ
い
蚤
す
。

次
に
、
社
会
保
険
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
。

社
会
保
険
に
つ
き
ま
し
て
、
旧
給
費
制
下
に
お
き
ま

て
は
、
裁
判
所
法
に
基
づ
き
ま
し
て
、
今
申
し
上
げ
ま

た
と
お
り
司
法
修
習
生
に
対
し
て
給
与
が
支
給
き
れ
て

り
ま
し
た
の
で
、
司
法
修
習
生
は
裁
判
所
共
済
組
合
へ
の

加
入
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
修
習
給
付
金
制
度
の
も
と
で
は
、

司
法
修
習
生
は
国
家
公
務
員
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
こ

の
修
習
給
付
金
も
給
与
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
現
状
、
貸
与
制
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
貸
与
制
下
の
司
法
修
習
生
と
同
様
に
、
裁
判
所
共

組
合
の
組
合
員
た
る
職
員
に
は
該
当
せ
ず
か
国
民
健
康

●ど

第
一
類
第
三
号

法
務
委
員
会
議
録
第
四
号
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

険
の
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
圏
識
し

Ｐ
公
画
一
Ｌ
陶
画
晩
叩
ｆ
聿
壷
半
，
。

険
の
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
圏
識
し

て
お
ｈ
で
ま
す
。

フ

ゼ
ひ
、
こ
れ
か
ら
も
、
支
給
を
受
け
る
人
に
も
納
得
が

で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
説
明
を
ぜ
ひ
考
え
て
い
た

だ
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
中
、
そ
の
修
習
に

専
念
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
修
習
給
付
金
が

労
務
の
提
供
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
悠
習

期
間
中
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
と
し
て

定
め
ら
れ
る
額
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

ま
す
と
、
年
金
の
関
係
ぞ
ご
ざ
い
ま
す
瀬
、
厚
生
年
金
保

険
の
被
保
険
者
に
は
該
当
せ
ず
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被

保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
認
融
し
て
お
り

ま
す
○
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

Ｏ
安
藍
委
員
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
、

こ
れ
は
お
話
を
聞
い
て
も
。
・
や
っ
て
い
る
こ
と
は
多
分
変

わ
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
か
課

税
関
係
は
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
し
か
私
に
は
思

え
ま
せ
ん
が
。

給
与
所
得
の
方
が
恐
ら
く
本
人
の
税
負
担
は
軽
く
な
る

ん
で
す
よ
ね
、
給
与
所
得
控
除
が
と
れ
ま
す
か
ら
、
少
な

く
と
も
支
給
さ
れ
る
金
額
か
ら
給
与
所
得
控
除
の
六
十
五

万
円
は
引
け
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
だ
け
を
考
え
て
も

税
金
は
安
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
社
会
保
険
に

関
し
て
も
や
や
は
り
共
済
組
合
に
入
っ
て
い
た
方
が
国
民

年
金
あ
る
い
は
国
民
健
康
保
険
よ
り
も
将
来
の
年
金
が
多

く
も
ら
え
た
り
と
か
、
健
康
保
険
に
つ
い
て
も
国
が
負
担

を
し
て
く
れ
た
り
す
る
部
分
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
へ
そ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
手
厚
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
こ
れ
か
ら
も
、
支
給
を
受
け
る
人
に
も
納
得
が

で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
説
明
を
ぜ
ひ
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

Ｉ
名
和
か
ら
、
‐
次
で
顎
恩
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１

大
学
の
給
付
型
の
奨
学
金
も
今
国
会
で
法
案
が
提
出
を

さ
れ
て
今
審
譲
を
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

司
法
修
習
生
で
も
大
学
や
法
科
大
学
院
の
奨
学
金
に
つ
い

て
、
ま
た
修
習
資
金
に
つ
い
て
の
両
方
の
貸
与
を
受
け
た

ら
、
か
な
り
の
金
額
の
負
債
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
修
習
資
金

も
月
額
二
十
三
万
円
で
す
か
ら
、
一
年
間
で
は
二
百
七
十

六
万
円
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
学
費
と
合
わ
せ
た
ら
、
や
は
り

四
百
万
と
か
五
百
万
と
か
、
そ
う
い
っ
た
借
入
金
を
背
負

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
○

こ
れ
か
ら
の
修
習
を
受
け
る
人
は
新
た
に
給
付
金
制
度

が
導
入
さ
れ
ま
す
し
、
以
前
は
給
費
制
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
の
修
習
資
金
に
つ
い
て
の
負
担
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ

ど
感
じ
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
六
十
五
期

か
ら
七
十
期
ま
で
の
人
た
ち
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
か

ら
二
十
九
年
十
二
月
ま
で
に
司
法
修
習
を
受
け
て
い
る
人

た
ち
に
つ
い
て
は
、
こ
の
負
担
を
も
ろ
に
か
ぶ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
人
た
ち
に
対
す
る
救
済
策

と
い
う
の
は
何
か
お
考
え
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ｏ
小
山
政
府
参
考
人
お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
○

修
習
給
付
金
制
度
の
創
設
に
伴
い
ま
し
て
、
現
行
の
貸

与
制
下
の
司
法
修
習
生
、
新
六
十
五
期
か
ら
第
七
十
期
ま

で
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
も
何

ら
か
の
経
済
的
措
置
や
救
済
措
置
を
論
ず
ぺ
き
と
の
御
意

見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
給
費
制
か
ら
貸
与
制
、
当
時
の
移
行
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
司
法
修

習
生
の
大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
司
法
制

度
改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
か
な
り
の
財
政
負
担
を
伴
う

こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
る
必

要
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、

公
務
員
で
も
な
く
公
務
に
も
従
事
し
な
い
者
に
給
与
を
支

給
す
る
の
は
現
行
法
上
異
例
の
制
度
で
も
あ
る
こ
と
、
こ

う
い
う
こ
と
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
結
果
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
現
状
に
お
き
ま
し
て
も
、
基
本
的
に
こ
う
し
た
事
情

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
修
習
給
付
金
制
度
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
法
曹
志
望
者
が
大
幅
に
減

少
し
て
い
る
中
で
、
昨
年
六
月
の
骨
太
の
方
針
で
言
及
き

れ
ま
し
た
、
法
曹
人
材
確
保
の
充
実
強
化
の
推
進
等
を
図

る
点
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考

え
ま
す
と
、
こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
修
習
給
付
金

に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
新
た
に
司
法
修
習
生
と
し
て
採

［
ノ

』

用
さ
れ
る
者
を
対
象
と
す
れ
ば
足
り
、
現
行
貸
与
制
下
の

司
法
修
習
生
を
も
対
象
と
す
る
必
要
性
に
は
欠
け
る
の
表

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
加
え
ま
し
て
、
仮
に
何
ら
か
の
措
置
を
実
施
す
ス

と
い
た
し
ま
し
て
も
、
現
行
貸
与
制
下
に
お
い
て
貸
与
か

受
け
て
い
な
い
者
も
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
霊
『

い
う
者
の
取
り
扱
い
は
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
制
度
設
計

上
の
困
難
な
問
題
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
、
既
に
棒

習
を
終
え
て
い
る
者
に
対
し
て
事
後
的
な
救
済
措
置
を
窒

施
す
る
こ
と
に
つ
き
、
国
民
的
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
宗

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
修
習
給
付
金
制
度
の
導
入
に
伴
い

ま
し
て
、
現
行
貸
与
制
下
の
司
法
修
習
生
に
対
す
る
救
轌

制
度
を
設
け
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
ご
壁

い
ま
す
。
御
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｏ
安
謹
委
員
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

横
で
開
い
て
い
る
と
、
二
十
三
年
か
ら
二
十
九
年
の
函

に
修
習
を
受
け
た
人
は
何
と
な
く
運
が
悪
い
な
と
い
う
と

う
な
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
前
で
あ
鞠

ぱ
、
あ
る
い
は
こ
の
後
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
経
済
的
な
士

援
が
受
け
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
の
移
行
期
の
人
た
ち
Ｐ

限
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
負
担
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
れ
は
、
や
は
り
何
か
し
ら
救
済
措
置
が
あ
っ
て
も
し
へ

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
今
の
御
答
弁
の
中
に
も
出
て
き
ま
し
た
け
鉤

ど
も
、
そ
も
そ
も
法
曹
志
望
者
が
大
変
に
減
少
し
て
い
壷

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
曹
志
望
者
ぷ

減
少
し
て
い
る
理
由
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
を
お
答
》

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

○
小
山
政
府
参
考
人
お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

法
曹
志
望
者
の
減
少
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

法
曹
志
望
者
数
を
法
科
大
学
院
の
入
学
志
望
者
数
と
恥

う
観
点
か
ら
見
ま
す
と
、
ピ
ー
ク
で
あ
り
ま
し
た
の
が
乖

成
十
六
年
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
当
時
は
七
万
二
千
掘

百
人
程
度
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
昨
年
で
ご
ざ
鴎

ま
す
が
、
平
成
二
十
八
年
が
八
千
二
百
七
十
四
人
に
減
率

す
る
な
ど
、
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
堕

す
。
こ
う
し
た
法
曹
志
望
者
数
の
減
少
に
つ
き
ま
し
て
は

一
一
一


